
 

 

 

 

 

 

富山県電気機械器具製造業最低工賃改正に係る公益代表委員案 
 

 

 

 

１ 適用する家内労働者 

富山県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者 

 

２ 適用する委託者 

前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 

 

３ 第１号の家内労働者に係る最低工賃額 

次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額 

品 目 工  程 規  格 金  額 

電子部品 

手工具（ハンドプレス

を除く。）を使用して

電子部品１個につき

２本又は３本のリー

ド線を１度に切断 

固定抵抗器、発光ダイ

オード、ダイオード、

コンデンサー、トラン

ジスター及び圧電ブ

ザーでリード線が２

本又は３本のもの 

１回の切断につき 

４５銭 

コネクター 

差し 

（電線の端末に取り

付けられた端子をコ

ネクターに差し込む

ことをいう。） 

 

１端子につき 

５０銭 

 

４ 効力発生の日  法定どおり 
 

 


